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※国や県との人事交流によるものを含みます。

　　※本表の職員数には、市長、副市長、教育長は含まれておりません。

18.0% 16.9%

　　※人件費には、一般職と特別職の職員の給与、報酬のほか共済組合負担金、退職手当負担金、公務災害補償費等を含みます。

（H24年度末） A B （Ｂ／Ａ） 平成23年度の人件費率

平成24年度 101,693人 43,809,372千円 1,193,022千円 7,883,882千円

　※再任用職員は除いています。

２　給与の状況
(1)　人件費の状況（普通会計決算見込額）　

区分
住民基本台帳人口 歳出額

実質収支
人件費 人件費率 （参考）

0.6% 2.5%

24.4.1
構成比

9.1% 19.0% 41.0% 16.6% 11.2% 0.6% 2.4%

構成比 7.6% 19.5% 41.6% 17.5% 10.8%

103人 219人 92人 57人 3人 13人

部長
(再任用除く)

技師 (再任用除く) 会計管理者 総合支所長

6級 7級 計

代表的な職
主事 主任 係長 課長補佐 課長 参事

区分 1級 2級 3級 4級 5級

62 39 62 86 5 53117 16 32 50 79 81

55歳 59歳

人 人 人 人 人 人

～ ～ 以上

23歳 27歳 31歳 35歳 39歳

52歳 56歳 60歳

計区分 未満 ～ ～ ～ ～

45人 0人

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳

新規再任用 退職者 再任用満了

27人 6人

事務の統廃合等による

　ア　職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日）

項目

(2)　職員定数管理の状況

△5人

平成25年

一般職員

　退職者数（H24.4.1～H25.3.31)

区分
主な増減理由

（平成25年）

花巻市の人事行政の運営等の状況

１　任免及び人数の状況
(1)　採用及び退職の状況（平成24年度）

　採用者数（H25.4.1付採用）

（a）

新規採用

その他 461人 468人 △7人

一般行政職 531人 536人

増減数

　イ　定員適正化計画の年次別実績（各年4月1日現在）

平成24年 対前年増減数

（b） (a)-(b)

合計 992人 1,004人 △12人

△10人

　　平成18年１月１日（合併の日）から平成27年度までの約10年間で240人(約20.2%)の縮減を数値目標と

平成25年

992人

△12人△31人 △30人 △30人

区分

職員数

平成22年 平成23年 平成24年

1,095人 1,064人 1,034人 1,004人

対目標達成率

　した計画を策定し、平成25年において80.4.％の縮減を達成しました。

　※対目標達成率は、平成18年1月1日(合併の日)から当該年までの累積増減数による率を表しています。

　ウ　一般行政職の年齢別職員構成の状況（平成25年4月1日現在）　

37.5% 50.4% 62.9% 75.4% 80.4%

平成21年

36歳 40歳 44歳 48歳

～ ～ ～ ～

43歳 47歳 51歳

人 人 人 人 人

　エ　一般行政職の級別職員の状況（平成25年4月1日現在）　

職員数 40人

　※本表の職員数は、保健師、保育士、消防職、幼稚園教諭及び税務、福祉の担当職員などを除いた一般行政職員の級別職員数です。

人 人

職員数 2

100.0%

527人

100.0%
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　　　　※国の平均給料月額は、平成24年4月1日現在のものです。

(5)　給与水準の状況

　当該団体の給与水準を他の団体や国と比較する方法としてラスパイレス指数による方法がとられて
います。このラスパイレス指数は、比較団体相互間の職員構成を同一にして、職種別、学歴別及び経
験年数別に区分した職員数と平均給料月額を用いて算出するものです。
　国(給与削減措置後)を100とした場合の平成24年4月1日現在における本市職員のラスパイレス指数
は、99.1です。

減額後 270,465円

技能労務職 296,800円 47.0歳 減額前 285,030円 49.7歳

減額前 329,917円 42.8歳

減額後 304,944円

43.9歳

212,900円

１５年以上２０年未満 259,000円

区分
花巻市 国

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

技
能
労
務
職

高
校
卒

初任給 137,200円

採用２年経過後の給料額 146,700円

経験
年数

　７年以上１０年未満 -

１０年以上１５年未満

高
校
卒

初任給

採用２年経過後の給料額

経験
年数

　７年以上１０年未満 191,800円

１０年以上１５年未満 226,100円

１５年以上２０年未満 269,000円

　※給与費は当初予算に計上された額です。

　※職員給与費には、給料及び扶養、通勤、住居等の諸手当を含み、退職手当負担金・児童手当は含みません。

(3)　職種別・学歴別初任給及び経験年数別平均給料月額の状況（平成25年4月1日現在）

一
般
行
政
職

大
学
卒

初任給

採用２年経過後の給料額

経験
年数

７年以上１０年未満

１０年以上１５年未満

924人 3,420,506千円 687,505千円 1,192,408千円 5,300,419千円 5,736千円

A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B B/A

(2)　給与費の状況（平成25年度一般会計当初予算・一般職）

職員数 給与費 一人当たり給与費

１５年以上２０年未満

149,800円

(4)　平均給料月額と平均年齢の状況（平成25年4月1日現在）

一般行政職 313,400円

303,500円

140,100円

161,600円

178,800円

222,300円

254,700円
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管理職員特別
勤務手当

管理職員が週休日又は休日等に勤務した場合に支給
（勤務1回あたり8,000以内）

同 0千円

寒冷地手当

基準日（11月から3月までの各月の初日）に在職する職
員に支給（ただし、東京事務所に勤務する職員を除く）11
月から3月までの間において、月額7,360円から、17,800
円までの範囲で定額支給

同 64,422千円 65,737円

管理職手当
管理又は監督の地位にある職員の職のうち、指定する
職にある職員に対して47,000円から70,800円までの範囲
で定額支給

同 55,912千円 635,374円

単身赴任手当

勤務所を異にする異動に伴い転居し、やむを得ない事
情により配偶者と別居し、単身で生活することとなった職
員等で、異動前の住居から勤務所までの距離が原則60
キロメートル以上の職員に対して、距離に応じて、月額
23,000円～45,000円の範囲で定額支給

同 1,467千円 489,000円

通勤手当

①電車・バスを利用する場合
運賃等相当額に応じて50,000円を上限として支給
②乗用車などを使用する場合
使用距離等に応じて2,000円から23,400円までの範囲で
支給
③異動により特急・高速道路などを利用することが必要
になった場合
負担している特急・高速道路料金などの額の2分の1
（20,000円を限度）を加算

同 68,488千円 82,816円

住居手当

借家　家賃の額に応じて27,000円を限度に支給

単身赴任手当受給者の留守家族が借家に居住する場
合
職員本人が居住する場合の手当額の2分の1

同 32,009千円 288,377円

扶養手当

配偶者13,000円
配偶者以外の扶養親族
1人あたり6,500円
（ただし、扶養親族でない配偶者がある場合の1人目は
6,500円、配偶者がない場合の1人目は11,000円）
満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がいる
場合の加算額
1人につき、5,000円

同 123,692千円 229,060円

(6)　主な職員手当の状況

　ア　扶養手当、住居手当、通勤手当（平成25年4月1日現在）

手当名 内容及び支給単価

国の
制度
との
異同

支給実績
（24年度決
算見込）

支給職員１
人当たり平
均支給年額
（24年度決
算見込）
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※企業職(水道)を除く

※企業職(水道)を除く

※企業職(水道)を除く

※時間外勤務手当と休日勤務手当を合算したものです。

※企業職(水道)を除く

※一般行政職の加算率

3級

4,5級

6,7級

※支給割合は、国と同じです。

※企業職(水道)を除く

　

加算措置の状況（職務の級等による加算措置）
5.0%

10.0%

15.0%

期末手当 1.225月分 1.375月分 2.600月分 （平成24年度決算見込）

勤勉手当 0.645月分 0.645月分 1.290月分 1,256,954円

税務職員手当、防疫作業手当、清掃作業手
当、行路死病人等取扱手当、除雪作業手
当、用地交渉等手当、救急業務手当、夜間
特殊業務手当、出動手当

　オ　期末・勤勉手当の状況（平成25年4月1日現在）

区分 6月期 12月期 計 １人当たり平均支給年額

支給実績（平成24年度決算見込み） 15,988千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（平成24年度決算見込） 112,598円

職員全体に占める手当支給職員の割合 14.8%

　ウ　時間外勤務等手当　（平成25年4月1日現在）

区分 平成24年度決算見込 平成23年度

支給総額 284,512千円 294,769千円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

東京特別区 18% 2人 18%

　イ　地域手当　（平成25年4月1日現在）

支給実績（平成24年度決算見込み） 1,722千円

支給職員1人当たり平均支給年額（平成24年度決算見込み） 861,249円

休日勤務手当

祝日法による土日等及び年末年始の休日等において正
規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間
につき、勤務1時間当たりの支給額に135/100から
160/100までの範囲の割合に乗じて得た額を支給

同 49,503千円

夜間勤務手当

正規の勤務時間（午後10時から翌日の午前5時までの
間）に勤務することを命ぜられ勤務した全時間に対して、
勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の
25割を乗じて得た金額を支給

同 15,475千円

　エ　特殊勤務手当　（平成25年4月1日現在）

手当の種類（９種類）

職員１人当たり支給年額 320,757円 318,669円
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月分

月分

月分

※総付与日数には、前年からの繰越を含んでいます。

※対象職員は、市長部局(交代制勤務の除く)で、当該期間の採用者及び退職者並びに休職者及び育児休業者等を除いています。

小学校終了までの子の看護のための休暇 １年に５日の範囲内の期間

産後休暇 出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間

生後１年に達しない子を育てる職員のその子の保育
のための時間

１日２回それぞれ１時間の期間

夏季休暇 原則として連続する５日の範囲内の期間

(3)　特別休暇の導入状況（主な特別休暇と付与日数）（平成25年度）

内容

骨髄提供のための休暇 必要と認められる期間

ボランティア休暇 ５日の範囲内の期間

（a） （b） （c） （b）/（ｃ） （b）/（a）

20,504日 5,023日 518人 9.7日 24.5%

　　なお、この勤務時間中に午後零時から60分の休憩時間を置く。（職員の勤務時間に関する規程第２条）

総付与日数 総使用日数 対象職員数 平均使用日数 消化率

副議員 369,000円 計 3.000

議員 339,000円

副市長 718,000円 6月期 1.425

議長 431,000円 12月期 1.575

　特別職の職員のうち、市長、副市長あるいは市議会議員の報酬などです。

○特別職の報酬など（平成25年4月1日現在）

区分 報酬等月額 期末手当

市長 898,000円

最高限度 55.8600月分 55.8600月分

一般職員の退職手当の1人当たり平均支給額
（平成24年度）

22,019千円

(7)　特別職の報酬などの状況

勧
奨
・
定
年

勤続20年 28.7875月分 28.7875月分

勤続25年 38.9550月分 38.9550月分

勤続35年 55.8600月分 55.8600月分

32.8300月分

勤続35年 46.5500月分 46.5500月分

最高限度 55.8600月分 55.8600月分

　　この支給率は国と同じです。

区分 花巻市 国

自
己
都
合

勤続20年 23.0300月分 23.0300月分

勤続25年 32.8300月分

　カ　退職手当の状況（平成25年4月1日現在）

　　退職手当の額は、退職したときの給料月額にこの表に示すような支給率を乗じて得た額となります。

３　勤務時間その他の勤務条件の状況

(2)　一般職員の年次有給休暇の使用状況（平成24年1月1日～平成24年12月31日）　

結婚休暇 連続する７日の範囲内の期間

産前休暇
６週間以内（母性保護のために必要がある場合は
８週間以内）に出産する予定である女性職員が請
求した場合、出産の日までの請求した期間

(1)　勤務時間の状況（正規の勤務時間）

　ア　職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり38時間45分とする。

　　（花巻市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第２条第１項）

　イ　職員の勤務時間の割振りは、午前８時30分から午後５時15分までとする。
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計 0人 0人 1人 1人 2人

監督責任 0人

道路交通法違反 1人 1人

0人

収賄等関係 0人

0人

一般服務違反関係 1人 1人

免職 停職 減給 戒告 計

給与・任用に関する不正

心身の故障の場合 0人 29人 0人 29人

勤務実績が良くない場合 1人 0人 1人

5月超え
6月以下

計

1人 1人

1人 1人

 取得期間

取得職員数

　ために、６月の範囲内で介護休暇を取得することができます。

要介護者の続柄枠 配偶者 父母 子 その他 計

0人 12人

　イ　部分休業の承認期間（平成24年度中に新たに取得した職員に限る。）

　　取得した職員は、ありませんでした。

(5)　介護休暇の取得状況（平成24年度）

　　配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をする

計 0人 9人 3人 0人 0人

0人 0人

女性職員 0人 9人 3人 0人 0人 0人 12人

男性職員 0人 0人 0人 0人 0人

計
1年以下 1年6月以下 2年以下 2年6月以下 3年以下

(4)　育児休業及び部分休業の利用状況（平成24年度）

　　育児休業は最大で３年間取得可能であり、また、子を養育するための継続的な勤務を促進し、職員の

　範囲内で部分休業を取得することが可能です。

　ア　育児休業の承認期間（平成24年度中に新たに取得した職員に限る。）

　福祉と公務の円滑な遂行を確保するための制度として部分休業の制度を設けており、１日２時間の

1年6月超え 2年超え 2年6月超え6月以下 6月超え 1年超え
期間

期間 1月以下

取得職員数

４　分限及び懲戒処分の状況（平成24年度）

1月超え
2月以下

2月超え
3月以下

3月超え
4月以下

4月超え
5月以下

(1)　分限処分者数

休職 降任処分事由 免職

0人

降給 計

職に必要な適格性を欠く場合

1人

0人 0人 0人

1人

0人

0人

条例で定める事由による場合 0人

職制、定数の改廃等により廃職、過員を生じた場合 0人

刑事事件に関し起訴された場合

一般非行関係

0人 0人

0人 31人

　※同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合は、その数を重複して計上しています。

処分の具体的事由

(2)　懲戒処分者数（行為別）

計 1人 30人
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※臨時・非常勤職員は除く。

※通勤災害は含んでおりません。

平成23年度認定件数 6件

一般職 技能労務職

平成24年度認定件数 2件 0件 0件 2件

974人 97.3%

3件 0件 9件

1,029人 988人 96.0%

(2)　公務災害補償の状況（平成24年度）

　　日常の勤務実績と職務能力を適正に評価し、公正な給与処遇および昇任等を含む適切な職員配置の

　参考にしながら勤務成績判定等の制度の本格的な導入に努めてまいります。

７　福祉及び利益の保護の状況
(1)　厚生福利事業の概要

企業職 計

対象職員数 受診者数 受診率

1,001人

計 52回 633日 550人

　※長期派遣研修には、平塚市との人事交流研修が含まれております。

(2)　勤務成績判定の実施状況

特別研修 政策法務研修、接遇研修、民間派遣研修等 16回 40日 375人

派遣研修 海外派遣研修、長期派遣研修等 28回 569日 52人

日数(延べ） 修了者数

基本研修 職員初級研修、管理者研修等 8回 24日 123人

計 0人 0人 1人 0人 1人

その他 0人

道路交通法違反による場合 1人 1人

公職選挙法違反による場合 0人

傷害・暴行による場合 0人

横領による場合 0人

禁錮 罰金 科料 計

0人

(3)　刑事処分者数

事件の種類 懲役

　実現するため、平成21年度から全職員を対象として試行実施しております。今後も国、県の制度を

５　服務の状況（平成25年度）

収賄による場合

６　研修及び勤務成績の評定の状況

　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げ
てこれに専念しなければならないこととされています。この趣旨を具体的に実現するため、地方公務員法
等によって、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、職務上知り得た秘密を守
る義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限等、民間企業の勤労者とは異なる
服務上の強い制約が課されています。
　これらの服務規律を保持するため、懲戒制度が設けられており、その懲戒処分の状況は、４(２)のとお
りです。
　本市においては、花巻市職員倫理規程（平成25年5月2日花巻市訓令第8号）を制定し、職員が常に認識し
ておかなければならない基本的な心構えや職員が遵守すべき倫理行動基準を規定するとともに、職員の職
務に利害関係を有する者からの贈与の禁止及び制限等に関して規定しています。
　また、所属長による職員に対してコンプライアンスに関する訓示や、職員を対象とした公務員倫理研修
を開催する等、コンプライアンス推進体制の構築に向けた取組を行っています。

○職員の健康診断の状況（平成24年度）

平成23年度

平成24年度

(1)　研修の実施状況（平成24年度）

研修区分 研修の概要 開催回数
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1 - 1 - -

(4)　不利益処分に関する不服申立の状況（平成24年度）

平成23年度末 平成24年度中 平成24年度中処理件数 平成24年度末

係属件数 要求件数 却下 判定 係属件数

係属件数 要求件数 却下 判定 係属件数

-- - - -

(3)　勤務条件に関する措置の要求（平成24年度）

平成23年度末 平成24年度中 平成23年度中処理件数 平成24年度末


